
― 1 ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

今般の新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に鑑み、下記に予定していた定時総会及び理

事会を延期することといたします。 
 具体的な日時等については、調整の上あらためてご連絡いたします。 
 
1. 第 10 回定時総会 
  当初開催予定日 6 月 24 日（水）⇒ 9 月下旬の開催を視野に調整 
   （ホテルニューオータニ） 
 
2. 第 29 回理事会 
  当初開催予定日 5 月 29 日（金）⇒ 8 月下旬の開催を視野に調整 
   （当会会議室） 
 
3. 第 30 回理事会 
  当初開催予定日 6 月 24 日（水）⇒ 9 月下旬の開催を視野に調整 
   （ホテルニューオータニ） 
  ※第 10 回定時総会後に引き続き開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 会合の概要 

本会合は、日中韓 3 ヶ国の標準化機関 (SDO: Standards Development Organization) 
における ITU-R, APT, 3GPP 等の IMT (International Mobile Telecommunication) 国際

標準化に対する取り組みに関する情報・意見交換を行うと共に、ITU-R SG5 Working Party 
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5D (WP 5D) 会合等の国際会合へ向けて共同寄与文書作成を行うことを目的とし、年 3 回

開催されています。 
 

日程：2020 年 5 月 20 日（水）～ 21 日（木） 
場所：Web 会議により実施 
出席者：各国 SDO のメンバーとして、ARIB から 12 名、CCSA (中国)から 32 名、    

TTA(韓国) から 14 名が参加 
 
2. 主要結果： 

ITU-R SG5 Working Party 5D (WP 5D) 第 34 回会合、3GPP 会合等の結果を共有し、

今後の検討課題について意識合わせを行いました。 
6 月 23 日から開催予定の WP 5D 第 35 回会合に向けた各国の準備状況について情報共

有を行い、各国提案内容を元に今後の進め方を議論しました。周波数関連については入力

予定の寄与文書の情報を共有し、無線技術関連については IMT-2020 無線インタフェース

勧告の序文の記載内容、及び、各国及び 3GPP の無線インタフェース提案のグルーピング

に関して意見交換を行い、共同寄与文書作成にむけて引き続き検討を進めることになりま

した。更に今後の IMT WG における検討体制の見直しを行い、将来の IMT を見据えた最

新技術の検討を行う SIG-Future-IMT と、様々な産業分野における IMT 利用拡大の検討

を行う SIG-Verticals を新たに立ち上げることになりました。 
各国政府、標準化機関、5G 関連団体の活動報告を行い、日本からは 5G サービス開始、

ローカル 5G の取り組み状況、および総務省が出した Beyond 5G 戦略を紹介しました。日

本の Beyond 5G への取り組みについては今回初めて紹介し、各国から高い関心が寄せられ

ました。 
元々日本での開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で初の Web 会議による開催

となりました。大きなシステム上のトラブルもなく、活発な議論が行われました。 
 
3. 次回会合のスケジュール： 

次回は 2020 年 8 月頃に中国で開催予定ですが、Web 会議となる可能性もあります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
第 272 回業務委員会を 5 月 20 日(水)にメール審議にて開催しました。 
 
1 議題 
 (1) 第 271 回業務委員会議事録(案)について 
 (2) 第 10 回総会及び第 29 回、第 30 回理事会の延期 
 (3) 第 9 回 ARIB/DiBEG - SBTVD フォーラム定期会合報告 
 
 

 
 

第 272 回業務委員会を開催 
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5 月 26 日（火）：第 286 回技術委員会（放送分野） *メール審議 
5 月 27 日（水）：デジタル放送システム開発部会 スタジオ映像作業班 *Web 会議 
5 月 27 日（水）：oneM2M SC *Web 会議 

 
 
 

 
参加を予定している会合はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務省は、電波法第 4 条の 2 第 7 項の規定に基づき同条第 1 項の同法第 3 章に定める技術

基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する告

示案等を作成しました。 
同告示案について、令和 2 年 5 月 21 日（木）から同年 6 月 19 日（金）までの間、意見募

集を行っています。 
 
詳細については、【令和 2 年 5 月 20 日の総務省報道資料】をご覧下さい。 

 
 
 
 
 
総務省は、「放送ネットワーク整備支援事業（災害情報等放送・伝送システム整備事業のう

ち災害情報等放送システム整備事業）」に係る提案の公募を行っています。 
 
詳細については、【令和 2 年 5 月 21 日の総務省報道資料】をご覧下さい。 

 

今週の ARIB 内会合（5 月 25 日～5 月 29 日） 

今週の国際会合（5 月 25 日～5 月 29 日） 

電波法第 4 条の 2 第 7 項の規定に基づき同条第 1 項の同法第 3 章に定める 
技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める 

件の一部を改正する告示案等に係る意見募集 
       【令和 2 年 5 月 20 日発表】 
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放送ネットワーク整備支援事業（災害情報等放送・伝送システム整備事業 
のうち災害情報等放送システム整備事業）」に係る提案の公募 

       【令和 2 年 5 月 21 日発表】 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000115.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000138.html

